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６月の納税

納期限：6月30日（火）

市民税・県民税【1期】
介護保険料【2期】

P2 ○令和2年第2回定例会会期日程（予定）

P2 ○6月1日から6月7日は水道週間です

P3 ○新婚家庭家賃助成事業について

P3 ○家族介護慰労金について

P4 ○固定資産税の全期前納報奨金制度廃止のお知らせ

P4 ○児童手当現況届のお知らせ

P5 ○上下水道料金の支払いは口座振替をご利用ください

P5 ○児童手当受給者に対する「子育て世帯への臨時特
別給付金」について

P5 ○家計調査へのご協力をお願いします

P6 ○脳ドック健康診査について《国民健康保険に加入
している方へ》　

P6 ○令和2年度における教科書展示会の開催について　　

P7 ○市内保育園等給食食材の放射性物質測定結果につ
いて

P7 ○農業振興地域整備計画の総合見直しについて

P8 ○令和2年度危険ブロック塀等撤去補助事業について

P8 ○クリーン作戦にご協力ください

P9 ○令和2年度木造住宅耐震化推進補助事業について

P12 ○休日・祝日の当番医について（5/31~8/2）

P9 ○【中止】令和2年度（上半期）スポーツ教室等について　

P10 ○上村田霊園使用者募集について

P10 ○第20回市民バドミントンフェスタ出場者募集のお
知らせ

P11 ○ロゼホール移動公演「松竹大歌舞伎」鑑賞バスツア
ー参加者募集　

P11 ○【開催中止】辰ノ口親水公園「ばら写真コンテスト」
および「あじさい写真コンテスト」　

P12 ○特設行政相談のお知らせ　

相 談

お知らせ

募 集

イベント
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　～第62回水道週間スローガン～　「飲み水を　未来につなごう　ぼくたちで」
　水道週間は、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、水道事業のさらなる発展を目的とし
て、全国で毎年実施されています。
　市では、良質で安全な水道水を供給するため、定期的な水質検査や老朽化した配水管の更新などを行っ
ています。
　今後も水道水の安定供給に努めていきますので、皆さんもこの機会に、水の使用について見直してみ
ましょう。
◆水は限りある資源です。大切に使いましょう。
・歯磨きのときなど蛇口はこまめに閉めましょう
・洗濯はまとめ洗いをしましょう
・お風呂の残り湯は洗濯などに再利用しましょう
・水洗トイレは、大小用途によって使い分けしましょう
・食器を洗うときはため洗いをしましょう
・油汚れは紙などで拭き取ってから洗いましょう
・漏水防止のためメーター器はこまめにチェックしましょう

　令和2年 第2回定例会は以下のとおり行う予定です。

令和2年第2回定例会会期日程（予定）

　 上下水道部総務経営課総務経営Ｇ　☎52-0427　内線35問

6月1日から6月7日は水道週間です

問　　　   議会事務局　庶務・議事Ｇ　☎52-1111　内線413本庁

お知らせ

〔会期14日間〕

月日 曜日 会　　　議 事　　　　　　　項

6月　4日 木 本会議 開会　　議案説明　

5日 金 休会 議案調査　　　　

6日 土 　 　

7日 日 　 　

8日 月 本会議
予算決算常任委員会

議案質疑
補正予算

9日 火 常任委員会 　

10日 水 常任委員会 　

11日 木 常任委員会 　

12日 金 本会議 一般質問

13日 土 　 　

14日 日 　 　

15日 月 本会議 一般質問

16日 火 休会 議案調査

17日 水 本会議 委員会審査報告　質疑　討論　採決　閉会

※都合により日程を変更する場合があります。
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　市では、少子化・人口減少の対策として若年層への定住を促進するため、市内の民間賃貸住宅に入居
する新婚家庭を対象に家賃の一部を予算の範囲内において「家賃助成金」として交付します。
○助成金額
　月額1万円を限度に年1回交付します。
　※家賃から住宅手当を控除した実質家賃負担額が1万円未満の場合はその金額
○助成期間
　申請のあった翌月から最長36か月
○交付対象者（すべての要件を満たす方が対象となります）

(1) 家賃助成金の交付申請をする日前3年以内に婚姻届を提出していること
(2) 平成25年4月1日以降、新たに市内の民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、現に居住し、かつ住

民登録を行っていること
(3) 夫婦いずれもが申請時に40歳未満であること
(4) 申請者および同居者全員の前年の合計年間総収入金額が700万円以下、または総所得金額が510

万円以下であること
(5) 家賃が月額5万円以上であること　※共益費、管理費および駐車場代等は除く
(6) 他の公的制度（生活保護等）による家賃補助を受けていないこと
(7) 申請者および同居者全員が市税等を滞納していないこと
(8) 家賃を滞納していないこと
(9) この要綱に基づく助成を受けたことがないこと

　高齢者に対する扶養意識の高揚と介護者の身体的、精神的及び経済的負担を軽減することを目的とし
て、在宅で重度要介護高齢者を介護している方に家族介護慰労金を支給します。
　次の支給要件を満たしている方が対象となりますので、該当すると思われる方は長寿福祉課または各
支所で申請手続きを行ってください。（個人へのお知らせは特に行いませんので、ご注意ください）
　提出された申請書の内容を審査し、11月下旬までに結果を通知し、該当者へ慰労金を支給します。
※重度要介護高齢者・・・市内に住所を有し、基準日前6カ月以上にわたり要介護4もしくは要介護5の

認定を受けている方。またはそれと同等の状態にあると市長が認めた方で、
市民税が非課税である方。

※介護者・・・市内に住所を有し、重度要介護高齢者の日常生活を無報酬で介護する方
○基　準　日　　令和2年6月30日（火）
○対 象 期 間　　令和元年7月1日～令和2年6月30日までの1年間
○受 付 期 間　　令和2年7月1日（水）～令和2年7月31日（金）
○慰労金の額　　6万円または12万円　※介護保険サービスの利用状況により支給金額が異なります。
◆主な支給要件
①重度要介護高齢者、介護者ともに市税や保険料等の未納がないこと
②重度要介護高齢者が市民税非課税であること
③病院への入院や施設への入所　（短期入所や介護保険サービス適用の宿泊サービスを含む）の合計日

数が、対象期間内で90日を超えていないこと
④要介護4もしくは要介護5の認定が、基準日前に6か月以上継続していること（令和元年12月31日現

在で同等の認定を受けていること）
⑤重度要介護高齢者、介護者ともに市内に住所を有していること

新婚家庭家賃助成事業について

家族介護慰労金について

問　　　   都市計画課住宅・営繕Ｇ　☎52-1111　内線255本庁

　　・　　　   長寿福祉課　高齢者支援Ｇ　☎52-1111　内線175
　　　　　　   総合窓口・地域振興Ｇ　☎57-2121　 　　総合窓口・地域振興Ｇ　☎58-2111
　　　　　　   総合窓口・地域振興Ｇ　☎56-2111　 　　総合窓口・地域振興Ｇ　☎55-2111

山支 美支
緒支 御支

問 本庁申請
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　児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出をしなければなりません。
　この現況届は6月1日における状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認
するためのものです。この届の提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意
ください。
　現況届の用紙は、6月上旬に送付しますので6月30日（火）までに提出してください。
　また6月期（2月～ 5月分）の児童手当は、6月15日（月）に指定された口座へ振り込みますのでご確
認ください。

○児童手当支給対象者
　中学校修了前までの児童を養育している方

○手当月額（1人当たりの月額）
　3歳未満　15,000円
　3歳以上小学校修了前　10,000円
　（第3子以降　15,000円）
　中学生　 10,000円
※一定以上の所得がある場合は、特例給付として一律5,000円になります。
　第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童のうち3人目以降をいいます。
　詳細については、こども課にお問い合わせください。

　全期前納報奨金制度は、令和3年度から廃止となります。
　これまで早期納付にご協力いただき、心からお礼申し上げます。また、制度廃止へのご理解と今後も
納期限内納付にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

○廃止の主な理由
　この制度は、税収の早期確保や納税意識の向上などを目的として創設されました。しかし、創設時と
比べて社会情勢は大きく変化し、金融機関等における窓口納付のほか、口座振替やコンビニ納付など、
納税方法の多様化により納税者の利便性が大きく向上し、自主納付に対する意識が浸透したことなどに
より当初の目的が達成されたため、廃止となります。
○口座振替納付をされている方の手続きについて
　・全期前納を継続される方・・・特段の手続きはありません。
　・全期前納から期別振替へ変更を希望される方・・・所定の口座振替依頼書による変更手続きが必要です。
　口座振替依頼書は、市内の金融機関および市役所（本庁税務徴収課・各支所）に備え付けてあります
ので、金融機関へ直接提出してください。
　令和3年度の納付から変更する場合は、令和3年3月末までにお手続きください。
　※市役所および各支所ではお申し込みできません。
○お申込みの際に必要なもの
　①通帳等口座番号がわかるもの
　②通帳の届出印
　③納税通知書（納付書）

児童手当現況届のお知らせ

固定資産税の全期前納報奨金制度廃止のお知らせ

問　　　   税務徴収課 徴収推進室　☎52-1111　内線238、237本庁

　　　   こども課　☎52-1111　内線138
　　　   総合窓口・地域振興Ｇ　☎57-2121　 　　総合窓口・地域振興Ｇ　☎58-2111
　　　   総合窓口・地域振興Ｇ　☎56-2111　 　　総合窓口・地域振興Ｇ　☎55-2111
山支 美支
緒支 御支

問 本庁
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　上下水道料金の支払いに口座振替を利用すると、振替日に指定口座から自動的に料金が納入されます。
　支払いに行く手間や払い忘れもなく、大変便利です。ぜひ、便利で安心な口座振替をご利用ください。
　なお、預貯金残高が不足にならないよう、振替日前日までに入金をお願いします。振替日に振替でき
なかった場合は再振替は行っておりませんのでご注意ください。

○振替日
　毎月25日（土・日曜日、祝日にあたる場合は翌営業日）
　※窓口での手続き後、口座振替が適用されるまでの1 ～ 2か月は、納付書でお支払いください。
○申込方法
　次の金融機関（本店・各支店）の窓口でお申し込みください。
　・常陽銀行　　　・筑波銀行　　　・茨城県信用組合　・東日本銀行　・常陸農業協同組合（支店のみ）
　・水戸信用金庫　・烏山信用金庫　・中央労働金庫　　・ゆうちょ銀行、郵便局
○申込みの際に必要なもの
　①通帳など口座番号がわかるもの　②通帳の届出印　③お客様番号がわかるもの（納入通知書など）
　※口座振替依頼書（申込用紙）は、市内の金融機関および水道お客さまセンター・各支所にあります。

　家計調査は、統計法で定められた統計調査です。家計簿などを記入していただくことによって、国民
生活の実態を家計収支の面から明らかにするものです。
　調査結果は、税金・年金・医療制度の改定や賃金の算定など、私たちの生活に関連する施策を検討す
る際の基礎資料として、国や地方公共団体などで幅広く活用されています。
　秘密は厳守いたします。調査票の厳重な管理により、記入内容が外部に漏れることはありません。
　調査対象として指定された地区内の各世帯へは、統計調査員が世帯の名簿の作成や調査票の記入の依
頼のためにお伺いしますので、調査にご協力をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組みの1つとして、児
童手当を受給する世帯に対して、臨時特別給付金を支給します。

○支給対象者　対象児童に係る令和2年4月分（3月分を含む）の児童手当の受給者
　　　　　　　※特例給付に該当する方は対象になりません
○対象児童　　児童手当の令和2年4月分の対象となる児童（3月分の対象となる児童を含む）
　　　　　　　※3月31日までに生まれた児童が対象（令和2年3月まで中学生だった児童（新高校1年

生）も対象）
○支給額　　　対象児童1人につき10,000円（支給は1回のみ）

①一般支給対象の方（公務員でない方）
○支給時期　　6月予定（支給が遅れる場合もありますのでご了承ください）
　　　　　　　※支給日等については決定次第別途通知いたします。
○申請　　　　原則申請の必要はありません。児童手当の登録金融機関口座に支給となります。
　　　　　　　※本給付金を希望しない方は、「受給拒否の届出書」を6月12日（金）までに提出して

ください。（用紙はこども課および各支所の窓口に備え付けてあります）
○その他　　　支給対象者には、給付金に係る案内チラシを送付しますので、詳細についてはそちらで

ご確認ください。

②公務員の方
○支給時期　　7月以降
○申請　　　　申請が必要となります。詳しくは各勤務先にご確認ください。

　 常陸大宮市水道お客さまセンター　☎52-0427問

　 茨城県統計課　物価家計Ｇ　☎029-301-2661問

上下水道料金の支払いは口座振替をご利用ください

家計調査へのご協力をお願いします

児童手当受給者に対する「子育て世帯への臨時特別給付金」について

問　　　   こども課　☎52-1111　内線138本庁
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　市では、国民健康保険被保険者の健康の保持増進を図るため、脳ドック健診費用の一部を助成します。
○対象者（次の3項目すべてに該当する方です）
　・令和2年4月1日現在常陸大宮市国民健康保険に加入し、年度末までに40歳以上になる方
　・令和2年度内に特定健診、人間ドックまたは職場健診を受診、受診予定の方
　・前年度までの国民健康保険税を全額納付している世帯に属する方
○対象外の方
　・令和元年度に脳ドック健診の助成を受けた方（2年に1回）
　・心臓にペースメーカーを装着している方（体内に金属・クリップ等のある方も受診できない場合が

あります）
　・脳疾患等で医師の治療を受けている方及び妊娠している方
○予定人数　260名程度 ※申込期間内であっても定員になり次第締切ります。
○募集期間　令和2年6月1日（月）～令和2年11月30日（月）
○受診期間　令和2年8月～令和3年2月28日（予定）
○実施医療機関（5月1日現在）

※筑波大学附属病院希望者は、人間ドック（55,000円～ 68,200円）も合わせて受診すること。
○助 成 額　受診費用の7割を助成します。（ただし、20,000円を限度とします）
○申込方法　実施医療機関からご希望の医療機関を選択し、医療機関へ申し込む前に健康推進課または

各支所の窓口にて申請書へ必要事項を記入・押印のうえお申し込みください。申込後、申請の翌月に
受診券をお送りします。

○申込場所　健康推進課（総合保健福祉センターかがやき内）または各支所
○持 ち 物　保険証・印鑑

新型コロナウイルス感染症予防のため、なるべく郵送での申請をお願いします。詳しくは健康推進
課までお問い合わせください。

　令和2年度における教科書展示会を下記のように開催します。

１．日時　令和2年6月12日（金）から令和2年6月25日（木）まで
　　　　　9:00から17:00まで
　　　　　※土曜日・日曜日も開催いたします。

２．会場　○6月12日（金）から6月24日（水）まで
　　　　　　那珂市役所瓜連支所　2階　会議室
　　　　　　那珂市瓜連321　☎029-298-1111
　　　　　○6月25日（木）
　　　　　　総合センターらぽーる　2階　視聴覚室
　　　　　　那珂市古徳371　☎029-296-1651

３．開催内容　小学校、中学校、高等学校用教科書
　　　　　　　特別支援教育用教科書（附則9条図書）

脳ドック健康診査について《国民健康保険に加入している方へ》

令和2年度における教科書展示会の開催について

　　　　　 健康推進課　☎54-7121問 かがやき

問　　　   学校教育課指導室　☎52-1111　内線390本庁

医療機関名 所在地 検査内容
水戸ブレインハートセンター 水戸市青柳町

脳ドック

ブレインピア南太田 常陸太田市谷河原町
聖麗メモリアル病院 日立市茂宮町
聖麗メモリアルひたちなか ひたちなか市馬渡
常陸大宮済生会病院 常陸大宮市田子内町
筑波大学附属病院 つくば市天久保
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　市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、令和2年度から令和3年度末にかけて「農業
振興地域整備計画」の総合見直しを行います。
　農業振興地域整備計画とは、当市の農業の健全な発展、優良な農地の保全や管理を含めた農地の効率
的な利用を図り、集団的農地などの優良農地について農用地区域として定め、今後の農業振興地域の基
盤となるべき農地等を確保するための計画です。
　農地に農業用施設や住宅等を建てる際に、その土地が農用地区域に定められている場合には、用途の
変更や農用地区域からの除外申請等が必要になります。
　この総合見直しに伴い、関係機関との協議等が必要となることから、個別の除外申請等に関する受付
を次のとおり一時休止しますので、農用地区域からの除外申請等を検討している方は、お早めにご相談
ください。
※総合見直しは令和4年3月31日に完了予定としておりますが、関係機関との協議等によっては申請受

付休止期間が延長となる可能性があります。その際は、お知らせ版・ホームページ等で改めてお知ら
せいたします。

◆申請受付休止期間（予定）　令和2年8月1日から令和4年3月31日まで

　4月に実施した公立保育所及び民間保育園等の給食食材の測定結果をお知らせします。
【検査条件】　使用機器：日立アロカメディカル株式会社製　CAN-OSP-NAI（簡易検査機器）
　　　　　　検 査 法：NaI（Tl）シンチレーションスペクトロメータ　　検査時間：30分間

※「検出せず」とは、放射性セシウムが存在しないか、検出限界値未満のことです。
検出限界値は、測定する食材及び条件により差が出ます。
測定の結果、放射性セシウム134･137の測定値が100Bq/Kg（国が定めた基準値）を超えた場合は、
その食材の使用を中止します。

農業振興地域整備計画の総合見直しについて

市内保育園等給食食材の放射性物質測定結果について

問　　　   こども課　☎52-1111　内線138本庁

問　　　   農林振興課農業畜産Ｇ　☎52-1111　内線207本庁

 保育所 
（園）名 検体名

検査結果（Bq/Kg）
保育所 

（園）名 検体名
検査結果（Bq/Kg）

セシウム
134

セシウム
137

セシウム
134

セシウム
137

大賀 たけのこ 検出せず 検出せず あゆみ 人参 検出せず 検出せず

山方 玉ねぎ 検出せず 検出せず 　大　宮
みのり 小松菜 検出せず 検出せず

美和 玉ねぎ 検出せず 検出せず 野上 キャベツ 検出せず 検出せず

大宮聖愛
大宮聖慈 玉ねぎ 検出せず 検出せず 御前山 にんじん 検出せず 検出せず

さくら きゅうり 検出せず 検出せず ひまわり 大根 検出せず 検出せず
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　～危険なブロック塀等の撤去費用を補助します～
　常陸大宮市では、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止する
ため、通学路等に面する危険ブロック塀等の撤去工事費用の一部を補助します。

○補助の対象となるブロック塀等（危険ブロック塀等）
　倒壊の危険があり、かつ、当該倒壊によって通学路および緊急輸送道路を通行する者に危険をおよぼ
す恐れがあると市長が認める組積造または補強コンクリートブロック造の塀が対象となります。

○補助金の交付の対象となる事業
　以下の要件を全て満たす危険ブロック塀等の全部を撤去する工事であって、常陸大宮市に本店、支店
または営業所を有する建設業者、解体工事業者が施工する事業が対象となります。
　・常陸大宮市内に存すること
　・道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
　・販売を目的とする土地に存するものでないこと
　・建築基準法第9条第1項または7項の規定による命令の対象となっていないこと
　・既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀が存していた敷地内に存するものでないこと

○補助の対象者
　危険ブロック塀等の所有者または共有者

○補助金の交付額
　次のア～ウに掲げる金額のうち、最も低い額
　ア　補助対象経費（補助事業に要する額）の2/3
　イ　撤去する危険ブロック塀等の延長×14,000円／ｍ×2/3
　ウ　100,000円（上限額）

○事前相談
　補助金の交付申請の前に必ず事前相談を行ってください。現地調査を行い、補助の対象となるブロッ
ク塀等に該当するか判定します。

○申込方法
　事前相談で危険ブロック塀等に該当すると確認を受けた方は、所定の申請書に必要書類を添えて、本
庁都市計画課に提出してください。

　きれいで住みよいゴミの無いまちづくりのために、市内全域で清掃活動を行います。
　各地域での清掃活動に、ご協力くださいますようお願いします。

○日　　時　7月5日（日）8:00 ～ 10:00
　　　　　　地区によって、開始時間が異なる場合があります。
　　　　　　※当日、午前6時5分に防災無線で態度決定の放送をします。
　　　　　　［雨天の場合7月12日（日）］
○実施方法
　環境保全推進委員長（副区長）を中心に、道路や河川・水路等に捨てられているごみ等を収集し、燃
えるごみ、燃えないごみ（ビン類・カン類等）に分け、各地域の定めた場所に置いてください。

令和2年度危険ブロック塀等撤去補助事業について

クリーン作戦にご協力ください

問　　　   都市計画課　住宅・営繕Ｇ　☎52-1111　内線254本庁

　　　   生活環境課生活環境Ｇ　☎52-1111　内線122
　　　   総合窓口・地域振興Ｇ　☎57-2121　 　　総合窓口・地域振興Ｇ　☎58-2111
　　　   総合窓口・地域振興Ｇ　☎56-2111　 　　総合窓口・地域振興Ｇ　☎55-2111
山支 美支
緒支 御支

問 本庁
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　～木造住宅の耐震改修工事を支援します～
　常陸大宮市では、地震災害に対する防災対策のために、木造住宅の耐震診断および耐震改修計画・改
修工事の費用を補助します。

○募集概要

○対象住宅
　①木造住宅耐震診断士の派遣
　　市内にある戸建住宅で次の要件のすべてに該当するもの
　　・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
　　・建築基準法に規定する建築確認を受けているもの（建築基準法第6条第1項に該当しない建築物を含む）
　　・地上階数が2階以下、延べ床面積が30㎡以上のもの
　　・木造であり在来軸組工法、伝統的工法および枠組壁工法（ツーバイフォー）によって建築されたもの
　　・店舗等住宅以外の用途を兼ねる場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅のもの
　　・過去にこの制度により耐震診断を受けていないもの
　　・東日本大震災等災害で被災した住宅で、全壊・大規模半壊、半壊の判定を受けていないもの

　②耐震改修計画の策定
　　上記①の条件に加え、以下の要件すべてに該当するもの
　　・耐震診断における上部構造評点が1.0未満であること
　　・精密診断法により診断し、その耐震性を向上させるために作成する改修計画であること
　
　③耐震改修工事
　　上記①、②の条件に加え、以下の要件に該当するもの
　　・上記②の耐震改修計画に基づき耐震改修工事をおこなうもの
　※詳しくは下記に問い合せいただくか、ホームページをご覧ください。
　
○申込資格
　・上記の対象となる所有者および世帯員が市税等を滞納していないこと
　・耐震改修工事を行う場合、市内に本店、支店または営業所を有する建設業者が施工すること

○申込み方法
　所定の申込書に必要書類を添付し、本庁都市計画課に提出してください。

　4月10日号に掲載しましたスポーツクラブひたまる25主催の令和2年度（上半期）スポーツ教室等は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止することに決定しました。
　楽しみにしていただいた皆様には申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

令和2年度（上半期）スポーツ教室等の中止について

募　　集

令和2年度木造住宅耐震化推進補助事業について

問　　　   都市計画課　住宅・営繕Ｇ　☎52-1111　内線254本庁

　 スポーツクラブひたまる25　☎55-9666問

番号 対象事業 事業内容・補助額等 募集戸数 募集期間

① 耐震診断 耐震診断士の派遣
（自己負担額2,000円） 2戸（先着順）

令和2年6月1日（月）～
令和2年9月18日（金）

午前8時30分～午後5時00分
② 耐震改修計画 耐震計画策定に要する費用の2/3の額

（上限100,000円） 2戸（先着順）

③ 耐震改修工事 耐震改修工事費の23％の額
（上限300,000円） 2戸（先着順）

※募集期間は、土・日曜日、祝日を除く。
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　上村田霊園の使用者を随時募集しています。申請方法については下記のとおりです。詳細については、
生活環境課までお問い合わせください。
○所在地
　常陸大宮市上村田864番地

※募集区画の配置図は、生活環境課窓口および市ホームページにて確認できます。
○申請者資格
　(1) 所在地の市町村税等に滞納がない方
　(2) 納付期限内に墓地使用料および管理料を納入できる方
　(3) 他の市営墓地使用許可を受けていない方
○申請に必要な書類
　(1) 常陸大宮市公営墓地使用許可申請書
　申請書は生活環境課窓口にご用意しております。また、市ホームページよりダウンロードも可能です。
　(2) 申請者の住民票（本籍地入り）
　(3) 市区町村税の滞納がないことを証する書類（滞納のない証明書、納税証明書 等）
○申請受付場所
　常陸大宮市役所市民生活部生活環境課（市役所1階）
　※区画の予約や仮押さえは行っていません。事前に現地を確認のうえ、希望の区画を決定してから申

請してください。

○日　　時　令和2年6月21日（日）　受付け　8:30 ～ 8:50　　試合開始　9:00 ～
○場　　所　西部総合公園体育館
○参加資格　市民の方なら、初心者から男女問わずどなたでも参加できます。
○参加種目　①初心者ダブルス（男女問わず）
　　　　　　②男子ダブルス
　　　　　　③女子ダブルス
○参 加 費　1組2,400円　※当日徴収

○申込方法　6月13日（土）までに申込書に必要事項を記入のうえ、持参または電話・FAXにより必ず
2人1組でお申し込みください。

○主　　催　市バドミントン連盟
○申込期間　5月10日～定員に達するまで

上村田霊園使用者募集について

第20回市民バドミントンフェスタ出場者募集のお知らせ
問　　　   生活環境課生活環境Ｇ　☎52-1111　内線123本庁

　 常陸大宮市バドミントン連盟　会長　助川　光一　☎53-0569　☎090-8877-0889問

種目 氏名／電話番号 経験年数

初心者
ダブルス

℡
年

℡

初心者
ダブルス

℡
年

℡

種　別 面　積 使用料（市内） 使用料（市外） 管理料（年額）
第1種 8㎡ 800,000円 960,000円 7,020円
第2種 7㎡ 700,000円 840,000円 6,110円
第3種 4㎡ 400,000円 480,000円 3,460円
第4種 3㎡ 300,000円 360,000円 2,640円

き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

第20回市民バドミントンフェスタ参加申込書

　　 一般財団法人常陸大宮市体育協会事務局（西部総合公園体育館内）　☎52-5223　　52-5224申込 FAX
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イベント

　市文化センターの移動公演として、ザ・ヒロサワ・シティ会館で行われる「松竹大歌舞伎」の鑑賞バ
スツアーを開催します。ふるってご応募ください。

○日　　時　　令和2年9月12日（土）
　　　　　　　■松竹大歌舞伎公演　　開演13:00（開場12:30）　
○会　　場　　ザ・ヒロサワ・シティ会館（茨城県立県民文化センター）
○乗車場所　　市文化センター駐車場（出発時間11:00）
○演　　目　　（一）操り三番叟
　　　　　　　（二）彦山権現誓助剱
　　　　　　　（三）二人椀久
○出 演 者　　尾上松也、中村梅枝、中村萬太郎、上村吉弥、大谷桂三　ほか
○参 加 費　　8,500円（公演チケットS席7,500円、昼食、飲物代含む）
○募集人数　　60名（先着順）※定員になり次第締め切らせて頂きます。
○申込方法　　下記申込書に必要事項を記入のうえ、直接またはFAXでお申し込みください。
○申込期限　　令和2年6月13日（土）～ 6月30日（火）

※本申込書の個人情報については、目的以外に一切使用しません。

　例年6月に公園内で撮影会を実施し作品を募集していた「ばら写真コンテスト」、「あじさい写真コン
テスト」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止することに決定しました。
　楽しみにしていただいた皆様には申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

ロゼホール移動公演「松竹大歌舞伎」鑑賞バスツアー参加者募集

【開催中止】辰ノ口親水公園「ばら写真コンテスト」および「あじさい写真コンテスト」

　 辰ノ口親水公園　☎52-1583問

き　り　と　り（FAXの際はきりとり不要）

ロゼホール移動公演「松竹大歌舞伎」参加申込書
氏名（フリガナ） 住所 電話番号 性別 年齢

　 常陸大宮市文化センター●ロゼホール　☎53-7200　　53-7201問 FAX
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－「広報  常陸大宮  お知らせ版」　次回の発行は6月10日（水）です。－

○市内の医療機関の診療時間は、9:00～正午です。
　（当番医のやむを得ない都合により診療時間の変更や休診となることがあります）　
○近隣市町村の医療機関については、直接お問い合わせください。また、常陸大宮市ホームページからも検索できます。

◆救急医療二次病院◆ 常陸大宮済生会病院 ☎52-5151

○24時間体制で、重症患者を受け入れています。

◆休日・祝日の当番医◆
○医療機関案内　次のサイトから最新の情報をご覧いただけます。
　茨城県救急医療情報システム　　https://www.qq.pref.ibaraki.jp/
　とちぎ医療情報ネット　　　　　https://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/
○急な病気で心配なとき、ご相談ください。
　茨城子ども救急電話相談　24時間365日
　　プッシュ回線の固定電話、携帯電話から　＃8000　　すべての電話から　　☎03-6667-3377
　茨城おとな救急電話相談　24時間365日
　　プッシュ回線の固定電話、携帯電話から　＃7119　　すべての電話から　　☎03-6667-3377

電話で確認してからお出かけください。

　「分かりづらい道路案内標識を改善してほしい」や「通学路に横断歩道や歩道を設置してほしい」など、
毎日の生活の中で困っていることや望んでいることをお聞きします。
　ご相談は無料で、秘密は厳守されます。予約の必要はありません。

○常陸大宮市の特設相談 【行政相談委員】
日　時 場　所 氏　名 住　所

7月 5日（日）13:00－15:00 常陸大宮ショッピングセンターピサーロ
小室　澄江 下檜沢
石澤　令子 長　倉

9月11日（金）13:00－16:00 御前山保健福祉センター
大久保　喜弘 上小瀬
宇留野　美雪 小　野

10月6日（火）13:00－15:00 美和総合福祉センター
木村　雅之 照　山

問　　　   市民協働課市民協働Ｇ　　　☎52-1111　内線125
　　　   茨城行政監視行政センター　☎0570-090110
本庁

◆休日・祝日の当番医◆　5/31 ～ 8/2 ＊病院名・電話番号
市内（市外局番0295） 那須烏山市（市外局番0287） 茂木町（市外局番0285）

5/31 大曽根内科小児科 ☎52-0302 高野病院 ☎92-2520 桜井循環器科内科 ☎63-5131
6/7 小泉医院 ☎52-0116 南那須青木医院 ☎88-6211 茂木中央病院 ☎63-1151
14 志村大宮病院 ☎53-1111 阿久津クリニック ☎83-2021 今井医院 ☎63-0320
21 岡崎外科医院 ☎52-0547 飯塚医院 ☎92-2034 吉永医院 ☎63-2303
28 丹治医院 ☎53-2115 烏山台病院 ☎82-2739 桜井循環器科内科 ☎63-5131

7/5 小泉医院 ☎52-0116 熊田診療所 ☎88-2136 もてぎの森「メディカルプラザ」☎64-1122
12 志村大宮病院 ☎53-1111 上野医院 ☎96-5151 さとう耳鼻咽頭科クリニック ☎64-3341
19 岡崎外科医院 ☎52-0547 近藤クリニック ☎83-2250 吉永医院 ☎63-2303
23 エヌ・ティークリニック ☎55-8865 坂本クリニック ☎92-1166 今井医院 ☎63-0320
24 緒川クリニック ☎54-3331 水沼医院 ☎84-0001 さとう耳鼻咽頭科クリニック ☎64-3341
26 丹治医院 ☎53-2115 塩谷医院 ☎88-2055 もてぎの森「メディカルプラザ」☎64-1122

8/2 小泉医院 ☎52-0116 滝田内科医院 ☎82-2544 桜井循環器科内科 ☎63-5131

再生紙と植物油インクを
使用しています。

特設行政相談のお知らせ


